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学生の皆様へ 

保健管理（町田）センター長 嶋田芳男 

保健管理（千代田三番町）センター長 竹中真紀子 

 

 

学校感染症について 

 

 「学校感染症」とは、学校などの集団生活の場で感染が広がりやすい感染症のこと

を指します。対象となる感染症については、別紙 1 を参照してください。 

これらの感染症に罹患した場合は、周りに感染を広げないための対応をとることが

重要です。本学では、学校感染症に罹患した際の手続きを以下のように定めていま

す。 

 

 学校感染症に罹患したことが判明したら、まずはメールや電話などでできるだけ

早く大学へ連絡してください（連絡先は以下を参照）。これは授業の出席管理のた

めだけでなく、学内で感染症を拡大させないために必要な対応となります。学内

で一定の感染拡大が確認された場合は、休校などの措置がとられます。 

 

 定められた出席停止期間を経て登校できるようになったら、1週間以内に「罹患

届」（別紙 2）を提出してください。その際、感染を証明できるものを一緒に提出

する必要があります（別紙 3 の台紙をご利用ください）。 

 

〈学校感染症に関する連絡・問い合わせ先〉 

 町田キャンパス 千代田三番町キャンパス 

罹患したことが判明し

た際の第一報を入れる

連絡先 

 

学校感染症に関する問

い合わせ先 

町田業務部 

m-gyoumu@kasei-gakuin.ac.jp 

042-782-9817 

学務室 

kyoiku-c@san.kasei-gakuin.ac.jp 

03-3262-2875 

「学校感染症罹患届」

および「感染を証明す

るもの」の提出先 

（窓口に、紙ベースで

提出） 

町田業務部 学務室 

 

 本学では、学校感染症による授業欠席の取り扱いを、その他の欠席とは別に定め

ています。詳細については、町田業務部および学務室から発出される案内をご確

認ください。 



 

 

 

  

別紙 1 



学校感染症罹患届 

 

届出日：     年   月   日 

 

学籍番号            氏名             
 

罹患した感染症 

該当する

ものに〇 
感染症名 

 新型コロナウイルス感染症 

 インフルエンザ 

 百日咳 

 麻しん（はしか） 

 流行性耳下腺炎（おたふく） 

 風しん 

 水痘（みずぼうそう） 

 咽頭結膜炎熱 

 結核 

 髄膜炎菌性髄膜炎 

 その他 

（          ） 

 

・電話・メールで第一報を入れた日：    年   月   日 

 

・第 1報の連絡方法（〇を記入） 

（  ）メール  （  ）電話  （  ）その他（具体的に         ） 

 

・出席停止期間：    月   日～   月   日 

        ↑医師から伝えられた出席停止期間を記入 

 

・罹患を証明するもの（〇を記入） 

（  ）診断書 

（  ）処方箋の写し 

（  ）処方薬の支払いを証明するものの写し 

（処方薬は医師の処方箋により処方されたものに限る。市販薬は不可。） 

（  ）その他（具体的に            ） 

 

罹患を証明するものを添えて、この罹患届を提出してください。 

罹患を証明するものがない場合は、授業欠席について、学校感染症罹患の場合の扱いになり

ません。

別紙 2 



学校感染症に罹患したことを証明するものの台紙 

 

A4サイズの場合は台紙に貼らずに、余白に学籍番号と氏名を記入して提出してください。 

A4サイズより小さい場合は以下に貼り付けて提出してください。） 

別紙 3 

学籍番号         氏名                


